
【解説動画】

所有者不明土地問題と政策動向

第２回 国はどのような政策を打ち出してきたか？

「新たな土地法制の検証と普及に向けた連携」研究プログラム

吉原祥子（研究代表者）
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問題の所在（前回の動画より）

◼ 所有者不明土地の割合（令和5年度）

出典：国土交通省政策統括官付地理空間情報課資料をもとに作成

「探索をすればほとんど判明するのだから、大した問題ではないのでは？」

「探索」＝戸籍や住民票などをたどって所有者の所在や相続人を調査

行政コストや社会的コスト（費用・時間）のかかり増し

土地利用への支障（例：震災復興、耕作放棄地対策、空き家対策）

探索コストは「利用する側」が負担

（出典）法務省民事局「令和3年民法・不動産登記
法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」（令和6
年8月版）1頁

（出典）関係者提供
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不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地

＜所有者不明土地の外縁＞

25.6%

探索の結果、最終的に所有者の所在が不明な土地

＜最狭義の所有者不明土地＞

0.26%

https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf
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制度見直しの大きな流れ（前回の動画より）

2010年代前半～

問題認識の時期

（東日本大震災の発生、空き家

問題の顕在化）

2010年代後半～

政策決定の時期

（土地政策と民事基本法制の

両面からの制度見直し）

2020年代～

政策実施の時期

（制度の周知、適切な運用、

更なる改革）

（出典）関係者提供
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主な制度見直し――利用の円滑化と発生予防

（出典）関係者提供

◼ 2018年（平成30年） 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の制定 

   （以下、所有者不明土地法）（2022年改正）

◼ 2020年（令和2年） 土地基本法の改正

◼ 2021年（令和３年）  民事基本法制の見直し

   ①不動産登記法の改正

    ②民法の改正

    ③相続土地国庫帰属制度の創設

※平行して、2018年に農業経営基盤強化促進法の改正、森林経営管理法の制定（所有者不明農地・林地の利活用促進の制度）、

2019年に表題部所有者不明土地法の制定（登記官による探索等）も行われた。
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（出典）関係者提供

所有者不明土地法の制定・改正（2018年・2022年）

＜2018年制定＞

◼ 地域のために所有者不明土地を利用できる「地域福利増進事業」を創設

（上限10年※、延長可能） （※R4改正、民間事業者20年）

◼ 公共事業における所有者不明土地の収用手続きを合理化、円滑化

◼ 土地の所有者の探索のために必要な公的情報（固定資産課税台帳、地籍調

査票等）について、行政機関が利用できる制度を創設

◼ 長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登

記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設

◼ 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団

体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を

創設

参考：国土交通省ウェブサイト「人口減少時代における土地政策の推進～所有者不明土地等対策～」 5

所有者不明土地問題への対応策の第一歩

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html


© The Tokyo Foundation for Policy Research

All rights reserved.

（出典）関係者提供

所有者不明土地法の制定・改正（2018年・2022年）

＜2022年改正＞

◼ 地域福利増進事業をより活用しやすい制度とするため、対象とする事業を追加

（備蓄倉庫等の災害対策に役立つ施設等）、使用権の上限期間を延長（10年⇒民

間事業者20年）、対象となる土地を拡充（補償金の算定が容易であると認められ

る建築物が存する土地）。

◼ 自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、管理不全状態の所有者不明土地に対

して、市町村長による勧告、命令、代執行を可能とする制度を新たに規定。

◼ 民事基本法制の見直しにより創設された管理不全土地管理制度（後述）について

も、市町村長による請求を可能に。

◼ 所有者不明土地、管理不全土地、低未利用土地といった地域における課題がある

土地に実効的に対応するため、市町村だけでなく、地域一体となって取り組む体

制を構築（対策計画の作成、対策協議会の設置）。また、そうした取り組みを行

う法人を市町村長が指定し、活動を支援・連携。

出典：国土交通省ウェブサイト「所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する特別措置法（所有者不明土地法）」
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https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00014.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00014.html
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（出典）関係者提供

土地基本法の改正（2020年）

＜土地基本法とは＞

◼ 1989年（平成元年）成立

◼ バブル期の地価高騰や投機的な取引の社会問題化が背景

◼ 「適正な土地利用の確保」と「正常な需給関係と適正な地価の形成」が土地対

策の主目的

＜2020年の改正＞

◼ 所有者不明土地の発生抑制や、東日本大震災のような災害の予防・復興など、

持続可能な地域の形成を図る観点から、目的規定を見直し

◼ 法全般で土地の適正な「利用」と並んで新たに「管理」の必要性を明示

◼ 新たに土地所有者の責務として、登記等権利関係の明確化と所有権の境界の明

確化に努めることを規定

◼ 地域住民等は土地所有者による適正な利用・管理を補完し、国及び地方公共団

体は、その取り組みを推進するための措置を講ずることを明示

民事基本法制の見直しの理論的土台

7

出典：国土交通省ウェブサイト「土地基本法・土地基本方
針・土地白書」「１．土地基本法」概要版4頁

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00015.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00015.html
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（出典）関係者提供

民事基本法制の見直し（2021年）

①不動産登記法の改正

◼ 相続登記・住所変更登記の申請義務化

◼ 相続人申告登記の新設（手続き負担の軽減）

◼ 職権的に住所変更等を登記に反映させる方策の整備

◼ 所有不動産記録証明制度の新設（登記漏れの防止）

◼ 海外居住の土地所有者の国内連絡先を登記事項に、等

（出典）関係者提供

基本情報を公示する台帳としての役割の再認識

出典：法務省民事局「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法
の概要（令和6年8月）」3頁
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https://www.moj.go.jp/content/001401144.pdf
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（出典）関係者提供

民事基本法制の見直し（2021年）

②民法の改正

◼ 財産管理制度の見直し：所有者不明土地・建物に特化した財産管理制度

や管理不全土地・建物の管理制度の整備（※）

◼ 共有制度の見直し：不明共有者がいる場合に金銭供託等により共有関係

を解消する方策の整備

◼ 相続制度の見直し：相続開始から長期間経過した遺産の分割方法の見直

し（10年経過後は画一的な法定相続分で簡明に分割）、等

◼ 相隣関係規定の見直し：水道、ガスなどライフライン設置のための隣地

使用を可能とする相隣関係規定の整備

※申し立て・発令状況（令和６年６月末日現在）
・所有者不明土地・建物管理制度：1,109件申し立て、うち642件発令
・管理不全土地・建物管理制度：16件申し立て、うち5件発令

出典：内閣府規制改革推進会議第１回規制改革推進会議地域産業活性化WG（令和6年9月30日）
での法務省説明

出典：法務省民事局「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法
の概要（令和6年8月）」6頁

・所有者不明土地だけでなく財産全般に適用される規定も

・根本は人口減少時代における財産承継のあり方の問題
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© The Tokyo Foundation for Policy Research

All rights reserved.

（出典）関係者提供

民事基本法制の見直し（2021年）

③相続土地国庫帰属制度の創設

◼ 相続した土地の国庫帰属を可能にする制度の創設

◼ 通常の管理又は処分をするにあたって過大な費用や労力が必要な土地は対象外

      ＜国庫帰属が認められない土地の主な例＞

        - 建物、工作物、車両等がある土地

        - 土壌汚染や埋設物がある土地

        - 危険な崖がある土地

        - 境界が明らかでない土地

        - 担保権などの権利が設定されている土地

        - 通路など他人による使用が予定される土地

◼ 負担金（10年分の管理費相当額）を納付

・国庫帰属の道が拓けたことの意義

・実際の運用状況を踏まえ施行5年後に見直し

出典：法務省民事局「民法等一部改正法・相続土地国庫帰
属法の概要（令和6年8月）」5頁
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・相続登記が未了でも申請可

・測量や境界確認書の提出ま

では求めない

https://www.moj.go.jp/content/001401144.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001401144.pdf
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基底にある考え方――「地域」への期待

◼ 国土審議会土地政策分科会特別部会での議論

「人口減少等に伴う社会経済状況の変化に伴い、適切に管理されない土地が増加する

中で、（略）土地の利用・管理に関する制度・施策を再構築する必要があり、その前

提として、所有者、近隣住民・地域コミュニティ等、地方公共団体、国などの土地に

関係する者の適切な役割分担を明らかにすべきである。」

出典：国土審議会土地政策分科会特別部会「とりまとめ」平成31年2月、8頁（下線・太字は発表者）

（出典）関係者提供
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基底にある考え方――「地域」への期待

（出典）関係者提供

◼ 「所有者以外の者」の役割の導出

• 所有者の責務を明確化するとともに、所有者がその責務を十分

に果たせない場合に所有者を補完するアクターとして、「所有

者以外の者」、具体的には、行政（とくに地域に最も近い市町

村）と民間（近隣住民・地域コミュニティ等）の役割を導出

• 「所有者による利用」から「所有者以外の者による管理」まで

政策の射程を拡大

• とくに、地域コミュニティやまちづくり団体等を、地域全体の

受益や公益の実現の観点から、市町村を補完する主体としても

位置付け

行政

地域住民・地域コミュ
ニティ等

土地所有者

国庫帰属
対策計画の提案 相続登記義務化

勧告・命令・代執行

地域福利増進事業

所有者不明土地・建物   
管理制度等

推進法人の指定

出典：発表者作成

図：土地の適正な利用・管理に向けた多主体連携
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（出典）関係者提供

基底にある考え方――「地域」への期待

◼ 土地所有者、行政（とくに市町村）、近隣住民・地域コミュニティ等のそれぞれが取り得る方策を拡充

出典：発表者作成

主体

手法
所有者

所有者以外の者

市町村
近隣住民・地域コミュニ

ティ等

公法系法制
適正な利用・管理
（所有者の責務）

地域福利増進事業

（市町村長が指定→）
所有者不明土地利用円滑化
等推進法人

所有者不明土地対策計画
の作成

（←推進法人から提案可）

管理不全の所有者不明土
地に対する市町村長によ
る勧告・命令・代執行

―

民事基本法制
相続登記の申請義務化

相続土地国庫帰属制度

所有者不明土地管理命令

管理不全土地管理命令

（←推進法人から市町村長に対して要請可） 13
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